
《廃止の趣旨》

幼稚園教諭等に関する分限の手続及び効果について、一般の行政職員等と

取扱いを統一するため、本条例を廃止するもの。

学校職員の分限に関する条例

昭和２９年２月１６日

小松島市条例第１号

（目的）

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下

「法」という。）の規定並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第４３条第３項の規定に基づき，法律に特

別の定めがある場合を除き，職員（市町村立学校職員給与負担法（昭和２

３年法律第１３５号）第１条及び第２条に規定する職員を含む。以下同

じ。）の意に反する休職及び降給の事由並びに職員の意に反する降任，免

職，休職，降給の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

（学校職員の範囲）

第２条 この条例において「職員」とは，幼稚園，小学校，中学校の校長，

園長，教諭，助教諭，養護教諭，養護助教諭，講師及び事務職員その他の

職員をいう。

（職員の意に反する休職の事由）

第３条 職員が次の各号の一に該当する場合においては，その意に反してこ

れを休職することができる。

（１） 勤務成績が良くない場合

（２） その職に必要な適格性を欠く場合

（３） 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少による廃職又は過員を生

じた場合

（職員の意に反する降給の事由）

第４条 職員が次の各号の一に該当する場合においては，その意に反してこ

れを降給することができる。

（１） 勤務成績が良くない場合

（２） 法第２８条第１項の規定により降任された場合

（３） 職階制による職の格付の改正の結果，降任と同一の結果となった

場合

（降任，免職，休職及び降給の手続）

第５条 任命権者は，法第２８条第１項第２号の規定に該当するものとし

て，職員を降任し，若しくは免職する場合又は同条第２項第１号の規定に

該当するものとして職員を休職する場合に於ては，あらかじめ医師２人を

指定して診断を行わせ，その意見を聴かなければならない。

２ 職員の意に反する降任，免職，休職及び降給の処分は，その旨を記載し

た書面をその職員に交付して行わなければならない。

（休職の効果）

第６条 法第２８条第２項第１号の規定による休職の期間は，３年を超えな

い範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が

定める。

２ 前項の規定により定めた休職の期間が３年に満たない場合には，その休

職を発令した日から引き続き３年を超えない範囲内においてこれを更新す

ることができる。

３ 前２項の休職期間中において，本人から復職又は休職期間更新の申出が

なくしてその期間が満了した場合には，その職を失う。

４ 任命権者は，第１項及び第２項の規定による休職の期間中においても，

その事由が消滅したと認められるときは，速やかに復職を命じなければな

らない。

５ 法第２８条第２項第２号の規定による休職の期間は，その刑事事件が裁

判所に係属する間とする。

６ 第３条各号の規定による休職期間は，１年を超えない範囲内において，

個々の場合について任命権者が定める。

７ 前項の休職期間が満了した場合には，別段の処分がない限り，復職する

ものとする。

８ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項及び

第２項の規定の範囲については，第１項中「３年を超えない範囲内」とあ
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るのは「法第２２条の２第１項及び第２項の規定に基づき任命権者が定め

る任期の範囲内」と，第２項中「３年に」とあるのは「法第２２条の２第

１項及び第２項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と，「３年を超

えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。

第７条 休職者は，職員としての身分を保有するが，職務に従事しない。

２ 休職者は，その休職期間中，法律又は条例に別段の定めある場合を除い

て，いかなる給与も支給されない。

（降給の効果）

第８条 第４条第１号の規定による降給は，６月以下の期間，現に受けてい

る号給より２号以内下位の号給に降給するものとする。

２ 第４条第２号及び第３号の規定による降給は，個々の場合について任命

権者が定める。

（委任）

第９条 この条例の実施に関し必要な事項については，教育委員会で定める

ことができる。

附 則

この条例は，公布の日から施行し，昭和２７年１１月１日から適用する。

附 則（令和元年条例第８号）抄

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和元年条例第２５号）抄

（施行期日）

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。
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